一般旅客定期航路事業
当該申請が法第４条第１号から５号までの基準に適合する旨の説明「記載例」
◎　当該申請が法第４条各号に規定する基準に適合する旨の説明

１． 法第４条第一号：当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の自然的性質に適応したものであること。

（１）使用船舶
	【表形式で記載】
船名、船舶の種類、船質、航行区域、進水年月日、船舶所有者、用途、総トン数、定員（（旅客、船員、その他の乗船者）※旅客室・甲板毎に旅客定員が定められている船舶については、その内訳を記載）、資格（ＪＧ・ＮＫ・ＪＣＩ等）、主機の種類、連続最大出力、最高速力、航海速力、全長、幅、（空船時水面からの）最大高、最大(満載)喫水、造船所、無線設備、運動性能（旋回能力＝旋回径左回り・右回り、惰力＝運動停止惰力）、操船上の特殊設備（サイドスラスター、フィンスタビライザー、自動操舵装置等の有無、プロペラの数・型式等）、航路の自然的性質に適応することの説明（風速、波高、季節風等の悪条件下でも安全航海可能かどうかを表の欄外に付記）



	船　　名
	
	

	船舶の種類
	
	

	船　　質
	
	

	航行区域
	
	

	進水年月日
	
	

	船舶所有者
	
	

	用　　途
	
	

	総トン数
	
	

	定員
	旅客
	
	

	
	船員
	
	

	
	その他の乗船者
	
	

	資　　格
	
	

	主機の種類
	
	

	連続最大出力
	
	

	最高速力
	
	

	航海速力
	
	

	全　　長
	
	

	幅
	
	

	最大高
	
	

	最大(満載)喫水
	
	

	造船所
	
	

	無線設備
	
	

	運動性能
	旋回径左回り
	
	

	
	旋回径右回り
	
	

	
	惰力
	
	

	操船上の特殊設備
	
	


【記載例】
本船は、○○○○○○造船株式会社にて新造した半没水型双胴船で、機関はヤンマーディーゼル２基、船体は軽合金製であり、最高速力も全回転で２２ノットと快速を誇り、快適な乗り心地と相まって安全性についても旋回性、復原性、波浪対策等すべての機能・構造に優れた船舶であります。

添付書類：一般配置図、船舶国籍証書（写）及び船舶検査証書（写）、船舶検査手帳（写）、船舶件名表（写）、復原性資料（写）等　※事業の実態に応じて設備関係資料を追加
特殊構造船認定指示書（写） ※該当船舶の場合
※海上衝突予防法の灯火等の規定を適用しがたい船舶を対象に認定。
[bookmark: _GoBack]用船契約書（写）又は用船契約承認書（写）　※用船である場合

（２）係留施設・乗降施設
① 岸壁、桟橋、ポンツーン等
	岸壁・桟橋等の対象船舶、長さ、天端高、エプロン幅等基本構造、使用バース数等を説明。最高潮時及び最低潮時にも安全に係留、乗降ができることを説明し、横付係留ではない場合やバースの対象船型を超えている場合には、安全性を証明すること。
【記載例】
鋼製の浮桟橋（長さ３０ｍ、幅５ｍ、桟橋前面水深５ｍ）を使用します。
本船は全長２０ｍ、最大喫水１．５ｍであり、桟橋の長さより短く、また桟橋前面の水深も十分余裕があり、安全に係留出来ます。
着桟時の桟橋と本船の隙間は、１０ｃｍ程度（防舷材の厚さ）で安全に乗下船出来ます。
また、浮桟橋のため、潮位の変化に対応し、桟橋と本船の高低差は常に一定です。
ただし、浮桟橋と本船との高低差が４０ｃｍあるので、旅客の乗降安全確保のために、踏み台（プラスチック製、ステップ高さ１６ｃｍ、踏み幅３０ｃｍ、２段）を用意します。


添付書類：桟橋平面図・桟橋正面図・桟橋側面図（断面図）、旅客乗降位置図、乗降用設備図、
一般配置図

② ビット等係船設備の強度及び配置
	ビットの型式、強度、設置位置及び暴風用ビットの使用可能等を明らかにして安全に係船できることを説明すること。
【記載例】
桟橋に設置されたビット（曲柱　○ｋN　直径○ｃｍ　高さ○ｃｍ　設置間隔１０ｍ）○基を使用し、船首及び船尾から、係船ロープ（ナイロン製、直径○ｍｍ）で、曲柱に対し３０度の角度で係留します。


　　　　　添付書類：桟橋平面図、係船図

③ 防舷物の構造、配置
	型式、設置位置及び構造が適切であり、潮高変化に対し有効であることを説明すること。
【記載例】
桟橋に設置されているＶ型防舷材○個（長さ○ｍ　高さ○ｃｍ　設置間隔５ｍ）とタイヤフェンダー　　○個（直径○ｃｍ　厚さ○ｃｍ　設置間隔５ｍ）を使用し安全に接岸可能です。


　　　　　添付書類：桟橋平面図

④ その他の係留施設等
	  旅客の乗降用とは別に、夜間等の係留場所を使用する場合、その所在地、岸壁等の名称、施設または水域等の所有者または管理者名等、概要を説明すること。
【記載例】
営業運航等の終了後、下記係留施設で船舶の保管・管理等を行います。
所在地：　○○県○○市○○区○○町○－○－○
名　称：　○○岸壁、○○桟橋、○○マリーナ　等
所有者または水域管理者：　○○マリーナ㈱、○○市港湾局○○港管理事務所　等
占有形態： ○○マリーナ㈱と使用契約を締結、○○港管理事務所の占有使用許可、○○漁業協同組合の使用承諾


　　　　　添付書類：水面占用許可書（写）、使用承諾書（写）等

（３）水域施設
	港湾平面、使用予定水域の水深（航路上・桟橋付近）、港内操船（離着岸方法）、橋の制限高さ等について詳細に記載すること。
※危険物取扱バースが隣接している場合は、バースの位置を図示し、荷役時間帯に旅客の乗降を行わないことを明記。
【記載例】
使用桟橋の位置、配置等については、桟橋平面図等を参照して下さい。
使用予定水域の水深については、○○運河において航路上○○ｍの水深があり、使用船舶の最大喫水○．○ｍを超えており、安全な航行が可能です。
係留乗降用桟橋付近は、使用船舶の最大喫水○．○ｍ以上の水深○．○ｍが維持されており、また、桟橋前面の円状水域は直径○ｍで、使用船舶の全長の３倍以上あり、操船に必要な水域が確保されています。前進左舷付で着岸し、離岸は後進左９０度方向転換の後、航路に向かいます。なお、港内操船図については別紙のとおりです。
航路上、最も低い橋は○○橋で、満潮時の水面から橋桁下まで○．○ｍの高さがあり、本船の水面からの最大高○．○ｍから３０ｃｍを超える空間があり、航行には支障ありません。
ただし、本船の最大高から橋桁下までの空間が３０ｃｍ以下になる時には、運航を中止し航路を引き返すか、若しくは予め設定した運航可能な航路へ迂回します。


添付書類：航路水深図、操船図、桟橋平面図、橋脚クリアランス調査表

（４）気象・海象に対する安全対策
	気象・海象情報の収集・伝達体制及び荒天時における曳船の使用基準等の安全対策について説明し、濃霧多発・強潮流・海難多発海域等特殊な気象・海象の有無を確認し、その安全対策も明記すること。
【記載例】
運航管理者は、旅客船を就航させる日は、運航前日の２１時、当日の７時、１２時にテレビ、ラジオ、気象ＦＡＸにより、東京湾内の気象・海象情報を入手し、本船発航前に船長に対し必要な情報を与えるほか、本船船長もテレビ、ラジオ、インターネット等により常時気象・海象状況を把握して安全を維持します。
風速○ｍ／ｓ以上、波高○．○ｍ以上の時は、タグボート（最大出力、曳航力（前進○トン、後進○トン））を○隻使用し、安全に離着岸出来ます。また、本船サイドスラスター（能力：最大水力○ｋＮ等）を併用します。



（５）陸上施設
	①　待合所及び営業所の所在地・面積・照明設備、駐車場・道路等の位置等
※面積については、旅客収容に必要な十分な広さが確保されていること。
　　　※照明設備については、岸壁据付　水銀灯　○○Ｗ×○個　平均照度○ｌｘ等を記載。
②　待合所と船舶の乗降口との間の経路　※経路に車道等交叉の有無、あれば安全対策を記載。
③　旅客・車両乗降用施設の構造・位置、接合部等
④　当該施設の所有・借用等の使用権限の有無
⑤　中長距離フェリーの積載能力の車両が駐車し得る駐車場の確保について詳細に記載
⑥ ランプウェイの勾配（満潮軽喫水時・干潮最大喫水時）と寸法・強度等の説明と図面


添付書類：桟橋平面図、旅客乗降位置図、乗降用設備図、待合室と船舶との経路図、営業所・待合室・発券所図、賃貸借契約書、登記事項証明書等


２．法第４条第二号：当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。

（１）安全マネジメント体制及び運航管理体制

①安全統括管理者の略歴
氏　　　名      ○　○　○　○
生年月日      昭和　　年　　月　　日
本　　 籍      ○○○県
現 住 所      ○○市○○町○丁目○○番○○号○○室
職　　 歴      昭和　年　月　日○○会社入社
昭和　年　月　日より
昭和　年　月　日まで○○
昭和　年　月　日より
昭和　年　月　日まで○○
平成　年　月　日より
平成　年　月　日まで○○
令和　年　月　日より
現在まで○○
乗船履歴      ○○会社　○○丸　甲板員　平成　年　月　日より
平成　年　月　日まで
○○会社　○○丸　船長　　平成　年　月　日より
令和　年　月　日まで
資　　 格      平成　年　月　日  一級小型船舶操縦士免許取得

②運航管理者の略歴
氏　　 名      ○　○　○　○
生年月日      昭和　　年　　月　　日
本　　 籍      ○○○県
現 住 所      ○○市○○町○丁目○○番○○号○○室
職　　 歴      昭和　年　月　日○○会社入社
昭和　年　月　日より
昭和　年　月　日まで○○
昭和　年　月　日より
昭和　年　月　日まで○○
平成　年　月　日より
平成　年　月　日まで○○
令和　年　月　日より
現在まで○○
乗船履歴      ○○会社　○○丸　甲板員　平成　年　月　日より
平成　年　月　日まで
○○会社　○○丸　船長　　平成　年　月　日より
令和　年　月　日まで
        資　　 格      平成　年　月　日  一級小型船舶操縦士免許取得


③安全管理組織図と配置 ※安全管理規程と合致するように記載

         【記載例】　※事業者の安全管理体制により人数、配置場所が異なります。








　　経営管理部門
経営トップ
安全統括管理者　　　１名


運航管理者　　　　　　○名
運航管理補助者　　　○名
副運航管理者又は
運航管理補助者　　　○名
○○桟橋営業所
　本　社

	【記載例】
運航に関しては、当社安全管理規程に基づき、安全統括管理者1名、運航管理者○名、運航管理補助者○名の計○名をもって安全管理につとめます。



④安全統括管理者及び運航管理者等の勤務体制　※安全管理規程と合致するように記載
	【記載例】
ａ．安全統括管理者は、常時連絡できる体制になければなりません。
ｂ．安全統括管理者がその職務を執ることができないときは、経営トップが執るものとします。
ｃ．運航管理者は、本船就航中は原則として本社に勤務します。
ｄ．運航管理者がやむを得ず不在となる場合は、安全管理規程の定めるところにより予め代行者を指名して運航管理にあたらせます。
ｅ．運航管理補助者を常時就労させ、万全の安全管理体制を維持します。




（２）運航の可否の判断　※安全管理規程の運航基準と合致するように記載
	　安全管理規程の「運航基準」について簡潔に記載すること。
【記載例】　
ａ．発航の可否判断
○○○の気象・海象が次の条件の一に達していると認められるときは、発航を中止します。
風　速○○　ｍ／ｓ以上、波 高○．○ｍ以上、視　程○○○ｍ以下
各橋梁下と船上との空間　　３０ｃｍ以下

ｂ．基準航行の可否判断
航行中、周囲の気象・海象が上記の条件の一に達したと認められるときは、基準航路にかかわらず、航行の継続を中止し、反転、避泊、その他適切な措置を取ります。特に周囲の視程が上記基準に達すると認められるときは、基準経路如何にかかわらず、一層見張りを厳重にすると共にレーダー等の有効活用により、安全運航を維持します。また、そのときの状況に適した安全な速力に減速する等適切な措置を講じます。

ｃ．運航の可否判断等の記録
運航管理者及び船長は、運航の可否判断、運航中止の措置及び協議の内容を○○（検査記録簿、点検簿、航海日誌等）に記録します。運航中止基準に達した時又は達するおそれがある場合における運航継続の措置については、判断理由を記載します。


添付書類：運航基準図、橋脚クリアランス調査表

（３）各種作業体制　※安全管理規程の作業基準と合致するように記載

①陸上作業
	乗下船する旅客の誘導・整理作業、乗降用施設の取付け、離着岸時の綱取り作業、車輌の誘導・整理・固縛作業等（人数）について説明すること。
【記載例】
陸上作業員○名により、券売業務を実施。離着岸時には、○名で係留索綱取作業を行います。
乗下船時の旅客の誘導、旅客数確認を実施し、運航管理者に報告します。
また、離着桟時タラップの取付・取外は、船内作業員と協力して行います。



②船内作業
	旅客の誘導、離着岸時の綱取り作業等について、船員の配置を踏まえ説明すること。
【記載例】
乗組員○名により、離着岸時の係留索綱取作業を行います。（船首○名、船尾○名、船橋○名）
乗下船時の旅客誘導、旅客数確認を実施し、船長に報告します。
また、船内放送により旅客への注意喚起を実施し、運航中の安全確認、船内巡視、周囲の見回りを実施します。離着桟時タラップの取付・取外は、陸上作業員と協力して行います。



③委託作業
	委託範囲、責任の明確な作業体制について記載すること（委託がない場合はその旨記載）。



（４）その他
①その他の運航管理体制
②乗組員体制　添付書類：乗組船員名簿、船舶職員の海技免状（写）・小型船舶操縦免許証（写）

３．法第４条第三号：前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。

（１）保険契約締結
	締結する又は締結予定の保険契約の内容を記載すること。
【記載例】
　旅客定員１人に対し保険金額が○○万円（※３，０００万円以上必要）である船客傷害賠償責任保険の契約を締結済みです。
　旅客定員１人に対し保険金額が○○万円（※３，０００万円以上必要）である船客傷害賠償責任保険の契約を締結する予定です。


添付書類：保険証券（写）


４．法第４条第四号：当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

（１）会社概要
	社名、所在地、設立、資本金、主たる出資者等について、記載すること。


      添付書類：会社案内等

（２）経営形態、組織
	  事業の遂行に関し責任の範囲が明確であるような組織、経営形態であることを記載すること。
  旅客不定期航路事業者としての知識・経験について、記載すること。


添付書類：組織図

（３）所要資金及び資金計画
	ａ．資産状況及び信用程度について、記載すること。
ｂ．増資予定である場合、その概要を記載すること。
ｃ．自己資金等について、次の書類を添付すること。
  ①　新たに会社を設立する場合又は既存会社（上場会社を除く）であって、増資を予定している
場合は、株式引受承諾書
  ②　①のほか、自己資金が存在することを証明する書面
ｄ．借入金については、融資を受ける予定の金融機関名及び融資額、延払いによって船舶を建造しようとするときは、建造予定造船所名並びに延払額及び延払条件を具体的に記載すること。


添付書類：定款、登記事項証明書、最近１年間の損益計算書及び貸借対照表

５．法第４条第五号：当該事業の開始によって船舶交通の安全に支障を生ずるおそれのないものであること。
　　　　　　　　※①航路（基準経路）、②安全運航対策、③岸壁等使用計画について記載すること。

1 航路（基準経路）
	法定上の航法を遵守していること、他船との交通流と交叉等がないこと、変針点間の距離・速力と全体距離等が一致していること、顕著な物標（変針目標）か等を説明、図示すること。
【記載例】
本計画の基準経路は別紙運航基準図のとおり。○○岸壁から○○を経て、○○岸壁に帰航するもので、平均速力○ノット、距離○ｋｍ、航行時間○分です。（変針目標、距離等詳細は添付書類参照）


添付書類：運航基準図




②安全運航対策
	【記載例】
ａ．申請航路は、安全運航上実行可能な範囲において、管制対象船の航路を避けて設定し、法定航路を横断するときは、直角に近い形で速やかに横断する。
ｂ．法定航路に横断禁止区域が設定されている場合には、同区域を横断しない。
ｃ．航行管制が実施されている海域では、管制に従い航行する。
ｄ．停泊中又は航行中の漁船、はしけ、小型の納涼船、その他雑種船の航波障害の発生に留意し、付近航行に際しては、安全な速力、距離を確保しながら、十分に注意して航行する。
ｅ．夜間航行に際しては見張りを厳重にし、レーダーを適切に使用し、安全航行に努める。
ｆ．視界制限状態においては、見張りを一層厳重にし、周囲の状況に応じて安全な速力まで減じ事故防止に努める。
ｇ．基準航路に関係する漁具設置状況、漁船の操業、工事海域、障害物等の情報収集を常に行い、事故防止に努める。
ｈ．船長は航行中絶えず周囲の状況に留意して、航送波により他船に危険を及ぼさないように、適度の速力で航行する。
ｉ．輻輳海域や見通し不良海域においては、船長が操船して航行する。



③岸壁等使用計画
	岸壁等の使用時間、入出港時に他船との競合がないことを説明する。
【記載例】
a．通常は、午前○時に出港し、最終便は午後○時○○分に着岸します。１日○便です。
入出航作業、乗客の乗下船、船内清掃等を実施するための十分な停泊時間があります。
ｂ．岸壁の使用については、港湾管理者○○から係留及び発着の使用が認められており、他船との競合はありません。
＊他社と共同使用の場合
  　　　発着時刻を定めるとき、他船と競合しないように発着時刻を調整のうえ定めます。
  　　　また、入出港経路において、他船と競合することはありません。
ｃ．夜間入出港時には、港内に灯台、航路標識があり安全に航行出来ます。
また、基準航路上にも、航行の目標となる灯台、信号、航路標識があります。
（具体的な名称を運航基準図に記入）
岸壁に照明設備が設置されており、夜間でも安全に離着岸出来ます。
基準航路、ターニングベイスン（操船円状水域）付近に浅瀬がありますが、航路標識等が設置されています。


添付書類：水面占用許可書（写）、使用承諾書（写）等、運航基準図　

◎創業に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を明示した資金計画
	総額、内訳及び資金の調達方法を明示すること。
  特に所要資金を要しない場合は、定款、登記事項証明書並びに最近１年間の損益計算書及び貸借対照表をもって代えることができる。


添付書類：定款及び登記事項証明書、最近１年間の損益計算書及び貸借対照表

◎安全管理規程の概要並びに安全統括管理者及び運航管理者に予定されている者の略歴           
	「法第４条第二号の基準に適合する旨の説明」において、既に記載されているので、
「法第４条第二号の基準に適合する旨の説明を参照」と記載。



◎運送約款                                                                    
    標準運送約款（昭和６１年５月２６日付け運輸省告示第２５２号）を適用する場合は、その旨を記載。
　　　【例】標準運送約款（昭和６１年５月２６日運輸省告示第２５２号〔改正平成３１年２月２８日国土交通省
　　　告示第２５３号〕）を適用する。
    なお、独自の運送約款を適用しようとする場合は、別途「運送約款設定認可申請」が必要となります。 
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